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非常変災時（特別警報・警報発表等）の対応について

岐阜県立中津川工業高等学校

「特別警報」「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」等の警報が発表されてい

る場合は下記に従って生命の安全を第一に考え行動してください。

《特別警報とは》･･･これまでの大雨等の警報に加え、今後さらに発表基準を超える豪雨や大津波・暴風

が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まった場合の警報

１．【登校前】：「特別警報」「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」等が発表された場合

○登校に関して

①午前６時の段階で中津川市に「特別警報」「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」等の警

報が発表されている場合は、自宅又は安全を確保できる場所で待機してください。その後、警報が解除

された場合には、下記のように対応してください。

ア）９時５９分までに解除されたときは、解除後３時間を経てから授業が行われます。

イ）１０時以降に解除されたときには、当日の授業は中止し、休校とします。

②居住地（中津川市以外）または通過経路の市町村に各種「警報」が発表された場合

ア）上記①に準じて自宅又は安全を確保できる場所で待機してください。

２．【登校前】警報発表が予想される場合及び警報解除後の登校ついて

警報発表が予想される場合や警報解除後の登校については、気象状況（局地的豪雨など）や交通機関

・道路状況、地域の被害等において、保護者が危険と判断した場合は、学校へ連絡したうえで自宅又

は安全を確保できる場所で待機してください。また、生徒の皆さんは、登校途中に身の危険を感じる

ような場面に遭遇した場合、安全な場所に避難し、学校と保護者に連絡をしてください。同様に警報

解除後に登校する場合も、安全を最優先に考え、登校の判断をしてください。

３．【登下校中】：「特別警報」｢暴風警報」｢大雨警報」｢洪水警報」｢大雪警報」等が発表された場合

登下校中に上記の警報が発表された場合は、学校に近い場所であれば、安全を確保し、学校へ移動し

てください。(学校で安否確認をします。）それが不可能な場合は、速やかに帰宅するか公共施設に

避難するなど安全な行動をとってください。

(警報発令時間によっては、「モバイル緊急登録メール」にて学校へ返信していただく場合があり

ます。）

４．【学校在学中】警報発表中の下校について

警報発表中は学校待機を原則とします。ただし、公共交通機関の運行状況及び通学道路の状況、天候

状況を確認したうえで安全と判断した場合、下校に関する意向調査をもとに生徒を下校させることも

あります。その際は、自宅又は安全を確保できる場所に到着後｢モバイル緊急登録メール」で保護者

または本人が学校に返信してください。ただし、保護者の意向で引き渡しを希望する生徒については、

学校待機または学校宿泊等の措置をとる場合があります。



５．【学校にいる時】警報発表が予想される場合の下校について

警報発表が予想される場合は、会議を持って早期下校または待機の判断をします。こうした緊急措置

については、すべて学校に登録した「モバイル緊急登録メール」にて連絡します。生徒が自宅又は安

全を確保できる場所へ到着したら、保護者又は本人で、「モバイル緊急登録メール」等を利用して学

校へ確認の返信をしてください。登録していない場合は、電話で連絡をお願いします。

６．授業日以外の動向について(部活動等）

授業日以外の休日、長期休暇等において部活動等で登校する場合にも、同様の対応とします。

ただし、警報解除後の対応については、関係職員（部顧問等）より連絡します。

７．情報提供、連絡等について

①警報の発表や解除、気象情報、道路状況等は、テレビ、ラジオ等関係機関からの情報収集に努めてく

ださい。

②本校からの情報提供は、「モバイル緊急登録メール」で行います。携帯・スマホをお持ちの方は、必

ず登録を済ませてください。

８．地域からの情報提供について

居住地域での災害が起きた場合、その状況と通学経路の安全性に関する情報を学校まで連絡してくだ

さい。

情報提供の連絡先 ＴＥＬ ０５７３－６８－２１１５

ｅmail c27347＠gifu-net.ed.jp

その他 本校職員の携帯電話及び携帯メール

生徒自身への携帯電話及び携帯メール

９．その他

保護者の方が車で迎えに来校される場合は混雑が予想されますので、職員の誘導に従って、正門か

ら入り、東門から出てください。

正門

東門


